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船舶インシデント調査報告書 

 

                              平成２７年２月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２６年８月２４日 ２２時００分ごろ 

発生場所 青森県六ケ所村むつ小川原港東方沖 

 むつ小川原港新納屋南防波堤灯台から真方位０７６°１７.０海里

付近 

 （概位 北緯４０°５９.７′ 東経１４１°４６.０′） 

インシデント調査の経過  平成２６年８月２７日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（仙台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 博
はく

勇
ゆう

丸、４９９トン 

 １４１４７８、松島海運有限会社 

 ７０.６０ｍ×１３.２０ｍ×７.４５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成２３年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３２歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２１年８月４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２６年７月２５日 

  免状有効期間満了日 平成３１年８月３日 

機関長 男性 ６３歳 

 五級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和４６年４月１６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年４月１７日 

  免状有効期間満了日 平成３０年６月２２日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過  本船は、船長、機関長ほか３人が乗り組み、むつ小川原港東方沖を

南進中、平成２６年８月２４日２２時００分ごろ、主機の逆転減速機

の潤滑油圧力低下警報装置が作動した。 

 機関長は、機関監視室で警報ランプを確認したところ、逆転減速機

の油圧低下ランプが点灯していることを認めた。 

 機関長は、現場に急行したところ、バックアップ用の電動潤滑油ポ

ンプが自動始動しているものの、機付きの油圧計が０kg/cm2 を示して
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いたため、主機の回転数を減じてクラッチを中立位置とし、バック

アップ用の電動潤滑油ポンプを停止して再度始動したが、一旦は圧力

が上昇するものの、すぐに低下して０kg/cm2 となるため、主機を停止

した。 

 機関長は、逆転減速機用潤滑油こし器の開放点検を行った結果、金

属粉の混入を認めたため、主機の運転を断念し、救助を要請した。 

 本船は、来援したタグボートにえい
．．

航されて、青森県八戸市八戸港

に入港し、機関製造会社によって行われた逆転減速機の点検の結果、

直結潤滑油ポンプ駆動歯車軸のニードル軸受及びインナーレースの損

傷、前後進クラッチ軸のブッシュ及び軸受メタル等の損傷が発見され

た。（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 歯車軸損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ ニードル軸受損傷状況 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 逆転減速機は、駆動軸の船尾部に直結の潤滑油ポンプが取り付けら

れていた。 

 潤滑油ポンプは、歯車ポンプであり、かみ合った２個の歯車（駆動

及び従動）を回転させることによって潤滑油の吸入及び吐出を行うよ

うになっており、２個の歯車の両端がニードル軸受で支えられてい

た。 

 逆転減速機の取扱説明書には、潤滑油ポンプのニードル軸受の交換

損傷 

異物嚙込痕 

損傷 
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間隔として、３年ごと又は運転時間１０,０００～１５,０００時間と

記載されていた。 

本船は、平成２３年７月に就航し、本インシデント発生時の主機運

転時間は、約１７,１００時間であったが、潤滑油ポンプのニードル

軸受の交換が行われていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、むつ小川原港東方沖を南進中、逆転減速機の潤滑油ポンプ

のニードル軸受が損傷して油圧が低下し、潤滑油供給量が不足したこ

とから、主機の運転ができなくなり、運航不能となったものと考えら

れる。 

 主機は、潤滑油ポンプのニードル軸受が就航当時から使用されてお

り、経年により同軸受が損傷に至った可能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、本船がむつ小川原港東方沖を南進中、逆

転減速機の潤滑油ポンプのニードル軸受が損傷して油圧が低下し、潤

滑油供給量が不足したため、主機の運転ができなくなったことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定期的に逆転減速機の潤滑油ポンプを開放してニードル軸受を点

検し、取扱説明書に記載された時間内で同軸受の交換を行うこ

と。 

 


